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へー、気になるな 

「誰でも簡単に儲かる」「毎月○○万円の収入保証」は落し穴！ 

勧誘されてもキッパリ断りましょう！ でも････あなたならどう断る？ 
 

→ お断りのスキルを身につけよう！ 

（裏面のスペシャルボイスドラマで体験）

甘いもうけ話にご用心！

学費や趣味、遊びなどのために、もう少し収入が欲

しいなぁと思って、SNS をチェックしていると、

「簡単に稼げる」という副業の誘いを受けた。 

インフルエンサー監
修の広告ノウハウ！ 

初心者でも安心の

サポートあり！ 

専属スタッフの指導
で毎月 40 万円を保

証！ 

応募締切りまで
あと 3 日 

なるほど、安心か.. 

これなら稼げるかも！ 
どうする？？ 

SNS での広告収入

とか憧れるよな… 

ＳＮＳの 



もうけ話・副業のノウハウ（情報商材） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

トラブルにあわないためのポイント 

兵庫県立消費生活総合センター 
TEL：078-302-4001  FAX:078-954-5640 URL：https://www.seiken.server-shared.com/ 

消費生活相談電話番号：078-303-0999 または 188(局番なし) 

●情報商材とは、インターネット通販などで「簡単に稼げるノウハウ」などと称して販売されている 

情報のこと（PDF ファイル、動画、アプリなど）。事前に内容を確かめられず、後から「価値のない 

情報だった」などとトラブルになりがちです。広告や体験談を安易に信用しないでください！ 

●情報商材の購入をきっかけに、高額なサポートプランやセミナー等の契約に誘導され、借金やクレ 

ジットカード作成を迫るケースも見られます。「返金保証」に応じないケースや連絡がつかなくなる 

ケースもありますので、注意しましょう！ 

  ●勧誘されていやだな、困ったなと思ったら、キッパリと早めに「要りません」と断りましょう！ 

契約後もあきらめずに相談を！ 
契約後でも返金につながる場合もあります。あきらめず 
消費者相談窓口（局番なし１８８）にご相談を！ 
 

スペシャルボイスドラマ  


